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新
年
度
が
始
ま
っ
て
２
カ
月
が
経
ち
ま
し
た
。
学
校
生
活
や
家
庭
生
活
の
中
で
、
不
安
や
悩
み
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

市
や
県
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
を
も
つ
保
護
者
や
児
童
生
徒
の
皆
さ
ん
の
た
め
、「
教
育
相
談
」を
行
っ
て
い
ま
す
。
悩

み
の
あ
る
人
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

会
場
＝
教
育
セ
ン
タ
ー
相
談
室

日
時
＝
毎
週
火
曜
日
　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時（
予

約
制
）

相
談
内
容
＝
主
に
不
登
校
に
関
す
る
こ
と

相
談
者
＝
臨
床
心
理
士

予
約
方
法
＝
月
〜
金
曜
日
の
午
前
９
時
30
分
〜
午

後
５
時
ま
で
に
教
育
セ
ン
タ
ー（
1
20
‐
２
９
２

２
）へ

対
象
＝
市
内
小
中
学
校
の
保
護
者
、
児
童
・
生
徒
、

教
職
員（
原
則
と
し
て
、
学
校
を
通
し
て
ご
相
談

く
だ
さ
い
）

日
時
＝
月
〜
金
曜
日
　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

内
容
＝
子
ど
も
の
生
活
全
般
に
関
す
る
こ
と

■
教
育
相
談
室（
電
話
相
談
）

■
教
育
セ
ン
タ
ー（
面
接
相
談
）

市
の
相
談
機
関

相
談
者
＝
社
会
教
育
指
導
員

電
話
番
号
＝
20
‐
１
４
１
４

日
時
＝
月
〜
金
曜
日
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分

内
容
＝
学
校
生
活
に
関
す
る
こ
と

相
談
者
＝
指
導
主
事

電
話
番
号
＝
20
‐
１
５
８
２

市
内
８
中
学
校
に
す
べ
て
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
学
校
の
児
童
・
保
護
者
も
中
学
校
の
ス
ク
ー

ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
相
談
で
き
ま
す
。
く
わ
し
く

は
子
ど
も
が
在
籍
し
て
い
る
学
校
に
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

■
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

（
面
接
相
談
な
ど
）

■
教
育
指
導
課（
電
話
相
談
な
ど
）

※
教
育
相
談
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
は
教
育
指
導

課（
1
20
‐
１
５
８
２
）へ
。

日時＝月～金曜日
相談内容＝学校生活全般
電話番号＝ 0120-415-446

日時＝月～金曜日　午前９時～午後５時
相談内容＝家庭生活、養育に関すること
電話番号＝043-252-1152

日時＝月～金曜日　午前８時30分～午後５時
相談内容＝子どもの学校・家庭生活全般
電話番号＝ 0120-783-497（ヤング・テレホン相談）

日時＝月～金曜日　午前９時～午後４時30分
相談内容＝子どもの発達に関すること
電話番号＝043-227-8410

■県総合教育センター葛城分館　特別支援教育部

■県警少年センター（電話相談・面接相談）

■中央児童相談所（電話相談など）

■子どもと親のサポートセンター
（電話相談など）

県の相談機関

一
人
で
悩
ま
な
い
で

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

〜
保
護
者
や
児
童
生
徒
の
皆
さ
ん
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
〜

教育
相談

成田市教育センター・ふれあいるーむ21（花崎町）
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市内で生活する外国人のために、市では相談窓口を開設しています。皆さんの近くに、言葉や生
活のことなど身近な問題で困っている人がいたら、ぜひ教えてあげてください。行政に関する相談な
ども行っています。対応できる外国語は英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語の4カ国語です。

外国人も住みよいまちに

外国人のための相談窓口 毎月第2・4木曜日に
開設しています

祇園祭も一緒に盛り上げて

SERVICIO DE CONSULTA PARA LOS
EXTRANJEROS
FECHA: segundo y cuarto jueves(except feriados, nos

telefonea) desde la una hasta las cuatro
LUGAR: segund piso del edificio(municipalidad) 

"Sodan Couna"
CONTENIDO DE CONSULTA: problemas varios de la 

vida diaria
ATIENDEN EN: inglés,chino,portugués,español
COSTO: gratuito
INFORMACIO′N:   "SHIMINSHIENKA" 1 20-1507

gratuito

中国語

ポルトガル語

●相談日時＝毎月第2・4木曜日　午後1時～4時（祝日の場
合はお問い合わせください）
●会場＝市役所2階201会議室
●相談内容＝日常生活のことなど何でも
●対応できる外国語＝英語・中国語・スペイン語・ポル
トガル語
●費用＝無料
●問い合わせ先＝市民支援課市民相談室（1 20-1507）

SERVICE FOR FOREIGN RESIDENTS
DATE: Every 2nd and 4th Thursday

(Call before hand, if it falls on national
holiday)

TIME: 1:00p.m.～4:00p.m.
PLACE: Meeting Room No.201

2F Narita City Hall
SUBJECT: To advice and help solve problems you 

encounter while living in Narita
LANGUAGES AVAILABLE

: English,Chinese,Portuguese,and Spanish
CHARGE: Free
INQUIRY: SHIMINSHIENKA(1 20-1507)

英語

スペイン語


